
JP 2013-527350 A5 2014.6.19

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】平成26年6月19日(2014.6.19)

【公表番号】特表2013-527350(P2013-527350A)
【公表日】平成25年6月27日(2013.6.27)
【年通号数】公開・登録公報2013-034
【出願番号】特願2013-512645(P2013-512645)
【国際特許分類】
   Ｅ０４Ｄ  13/03     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｅ０４Ｄ  13/03    　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月30日(2014.4.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【発明の名称】断熱窓割り装置および光を窓割り装置を通過させて建物の内部に取り入れ
る方法
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して窓割りに関するものであり、特に断熱効果をもたらす窓割り装置およ
び光を窓割り装置を通過させて建物の内部に取り入れる方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　多くの建物には壁、天井、および／または屋根が設けられており、外の環境からそれら
の建物の中に入ってくる光を少なくとも部分的に遮断している。窓割り装置および方法は
外の光を屋内に通すために使用することができる。また、それらによって屋内にいる人間
が外を見ることができ、および／または、実質的に日中の光で屋内を照らすことができる
。窓割り装置には窓、天窓、及び他のタイプの明かり取り、及び明かり取りのカバーがあ
る。窓は一般的に建物の壁の開口部に位置し、天窓は一般的に建物の屋根または天井の開
口部に位置する。天窓には数多くのタイプがあり、例えば、プラスチックをはめた天窓、
ガラスをはめた天窓、吹き抜け（light wells）、および筒型採光装置（ＴＤＤ）等があ
る。吹き抜けや筒型採光装置は、屋根から屋内の天井へと光を通す。
【発明の概要】
【０００３】
　本明細書において説明される典型的な実施形態は、いくつかの特徴を有しており、その
うちのいかなる１つも不可欠というわけではなく、単独でそれらの望ましい属性をもたら
しているわけでもない。いくつかの実施形態の好都合な特徴のうちのいくつかを、以下で
簡単に説明するが、そのような説明は、特許請求の範囲の技術的範囲を限定するものでは
ない。
【０００４】
　いくつかの実施形態は、建物のエンベロープの開口部に設置することができる、少なく
とも１つのグレージングペインと、前記少なくとも１つのグレージングペインに隣接して
配置された格子状構造体（例えば、空間的に図で示されているデリニエイト（delineated
）構造体）を備えた窓割り装置を記載している。前記格子状構造体は、第１のペインと第
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２のペインを有する少なくとも１つの区画を有する。前記格子状構造体は第１のペインと
第２のペインを有する少なくとも１つの区画を有していてもよい。前記少なくとも１つの
区画は、少なくとも部分的に複数の空間的に分割されたセルを前記開口部の実質的な隣接
領域内に定めてもよい。各セルの体積は他のセルの体積と完全に異なっていてもよいし、
そうでなくてもよい。前記セルは１つ以上の壁を共有していてもよいし、共有していなく
てもよい。前記複数の空間的に分割されたセルのそれぞれは幅および深さを有している。
前記複数の空間的に分割されたセルのそれぞれは、前記少なくとも１つの区画の前記第１
のペイン、前記少なくとも１つの区画の前記第２のペイン、または前記少なくとも１つの
区画の前記第１のペインおよび前記第２のペインの組み合わせによって、少なくとも部分
的に囲まれている。
【０００５】
　あるいくつかの実施形態において、前記少なくとも１つの区画の前記第１のペインの視
感反射率は、９５％以上である。いくつかの実施形態において、前記少なくとも１つの区
画の前記第２のペインの視感反射率は、９５％以上である。いくつかの実施形態において
、前記少なくとも１つの区画の前記第１のペインおよび前記第２のペインのそれぞれの視
感反射率は、９９％以上であってもよい。前記少なくとも１つの区画は複数の反射膜のセ
グメントを含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、前記窓割り装置は複数の区画を
含んでいてもよい。
【０００６】
　前記格子状構造体には、例えば立体プリズムハニカム構造体または六角プリズムハニカ
ム構造体、または他の好適な構造体といったハニカム構造体を含んでいてもよい。
【０００７】
　当該装置は第２のグレージングペインを有していてもよい。前記格子状構造体は前記少
なくとも１つのグレージングペインと前記第２のグレージングペインとの間に配置されて
いてもよい。いくつかの実施形態において、前記窓割り装置は、外光が前記格子状構造体
を通った後に前記第２のグレージングペインを通過するように配置されていてもよい。い
くつかの実施形態において、前記第２のグレージングペインから出る可視光の割合は前記
窓割り装置に入る前記可視光の約８５％以上であってもよい。
【０００８】
　前記複数の空間的に分割されたセルのそれぞれの前記深さは、約０．５インチ以上であ
ってもよい。前記複数の空間的に分割されたセルのそれぞれの前記幅は約２インチ以下で
あってもよい。
【０００９】
　前記建物のエンベロープは屋根、壁、および／または他の建物の要素を含んでいてもよ
い。前記建物のエンベロープの前記開口部は、屋根の孔と建物内部の箇所との間で伸びる
内側反射筒を含んでいてもよい。
【００１０】
　いくつかの実施形態は、建物の内部に光を取り入れる方法を記載している。当該方法は
、建物のエンベロープの開口部に、少なくとも１つのグレージングペインを配置する工程
と、前記少なくとも１つのグレージングペインに隣接した格子状構造体を配置する工程を
含んでいてもよい。前記格子状構造体は第１のペインと第２のペインを有する少なくとも
１つの区画を有していてもよい。前記少なくとも１つの区画は、複数の空間的に分割され
たセルを前記開口部の実質的な隣接領域内に定めてもよい。前記複数の空間的に分割され
たセルのそれぞれは幅および深さを有していてもよい。前記複数の空間的に分割されたセ
ルのそれぞれは、前記少なくとも１つの区画の前記第１のペイン、前記少なくとも１つの
区画の前記第２のペイン、または前記少なくとも１つの区画の前記第１のペインおよび前
記第２のペインの組み合わせによって、少なくとも部分的に囲まれている。前記少なくと
も１つの区画の前記第１のペインの視感反射率は、いかなる好適な値であってもよく、例
えば約９５％以上である。
【００１１】
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　当該方法は、前記少なくとも１つのグレージングペインと第２のグレージングペインを
組み込んでいる二重グレージングユニットを設ける工程を更に含んでいてもよい。前記前
記格子状構造体は、前記少なくとも１つのグレージングペインと前記第２のグレージング
ペインとの間に配置されていてもよい。当該方法は、ディヒューザーを設け、前記格子状
構造体に隣接、または近くに（なるように）前記ディヒューザーを配置する工程を更に含
んでいてもよい。前記ディヒューザーは、窓割り装置の前記建物の内部からの視界を変え
たり曖昧にさせたりするようなやり方で、前記ディヒューザーを介して伝播する光を屈折
または反射させるように構成されていてもよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態は、窓割り装置を製造する方法を記載している。当該方法は、反射
膜のシートを、それぞれがセグメント長さを有する複数のセグメントに分割する工程と、
前記複数のセグメントから、少なくとも第１のフィルムのループ、第２のフィルムのルー
プ、および第３のフィルムのループを形成する工程と、第１のマンドレルを前記第１のフ
ィルムのループに挿入し、当該第１のループが所望の形になるまで前記第１のマンドレル
を拡張する工程と、第２のマンドレルを前記第２のフィルムのループに挿入し、当該第２
のループが所望の形になるまで前記第２のマンドレルを拡張する工程と、前記第１のマン
ドレルを当該第１のループに、前記第２のマンドレルを当該第２のループに挿入しながら
、当該第２のループを当該第１のループに接合する工程と、前記第１のマンドレルまたは
第３のマンドレルを前記第３のフィルムのループに挿入し、当該第３のループが所望の形
になるまで当該マンドレルを拡張する工程と、前記第１のマンドレルまたは第３のマンド
レルを当該第３のループに、前記第２のマンドレルを当該第２のループに挿入しながら、
当該第３のループを当該第２のループに接合する工程を含んでいてもよい。当該第１、第
２、および第３のループが組立セル構造体を構成することができる。前記組立セル構造体
が前記窓割り装置の孔を実質的に埋めるまで、追加のループを前記組立セル構造体に接合
してもよい。いくつかの実施形態において、前記組立セル構造体はハニカム構造体を含ん
でいてもよい。前記複数のセグメントのそれぞれの前記セグメント長さは前記組立構造体
におけるセルの周囲長以上であってもよい。
【００１３】
　いくつかの実施形態は複数の多角形セルからなる格子状構造体を有する窓割り装置の製
造方法を記載している。当該方法は、第１のフィルムのストリップと第２のフィルムのス
トリップを設ける工程と、前記第１のフィルムのストリップおよび前記第２のフィルムの
ストリップに、前記多角形のセルの側の長さに等しい大きさを単位としてひだをつける工
程と、所望の多角形の形を有する複数のセルからなる組立セル構造体を形成するように選
択された箇所で、前記第１のフィルムのストリップを前記第２のフィルムのストリップに
接合させる工程と、前記組立セル構造体が前記窓割り装置の孔を実質的に埋めるまで追加
の組立構造体を形成する工程を含んでいる。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、前記組立セル構造体は第１と第２のグレージングペイン
との間に保持されていてもよい。前記第１のフィルムのストリップおよび前記第２のフィ
ルムのストリップの少なくとも一方は、視感反射率が、CIE illuminant D65に対して測定
した際に、９５％以上である材料から構成されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　種々の実施形態は例示を目的とする添付図面に示されているが、本発明の範囲を限定す
るものと解釈されるべきではない。さらに、異なる実施形態における種々の特徴を組み合
わせて本開示の一部をなす付加的実施形態とすることができる。いずれの特徴または構造
も削除または省略することができる。図面全体を通して、参照する構成要素間の関連性を
示すため、同じ参照符号を使用することもある。
【図１】二重窓割り装置（double glazed fenestration device）を部分的に示す斜視図
である。
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【図２】図１に示された窓割り装置を通過する光の伝播（経路）を示す模式的な光線図で
ある。
【図３】他の二重窓割り装置を示す模式図である。
【図４Ａ】作成前の格子状構造体のセルの斜視図である。
【図４Ｂ】格子状構造体のセルを作成するための装置を示す模式図である。
【図４Ｃ】格子状構造体のセルを作成するための装置の動作を示す模式図である。
【図４Ｄ】格子状構造体のセルを作成するための装置の動作を示す模式図である。
【図５】格子状構造体のセルを作成するための他の装置の動作を示す模式図である。
【図６】格子状構造体のセルを作成するための膜の面積とグレージング孔の面積との割合
の例を示すチャートの例である。
【図７】断熱窓割り装置を備えつけた例示的ＴＤＤ設備の模式図である。
【図８】断熱窓割り装置の斜視図である。
【図９】図８に示す断熱窓割り装置を備えつけた例示的ＴＤＤ設備を部分的に示した斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本明細書において、いくつかの好ましい実施形態及び実施例が以下に開示されているが
、本発明の主題は、具体的に開示された実施形態における実施例を超え、他の代替の実施
形態および／または使用にまで、そしてそれらの改良物及び同等物にまで及ぶものである
。すなわち、本明細書に示された発明の範囲は、以下に開示されたいかなる特定の実施形
態にも制限されない。例えば、本明細書に開示されたいずれの方法又はプロセスにおいて
、その方法／プロセスを構成する行為又は操作が、いずれの適当な順序で実施されて良く
、特定の開示された順序に必ずしも制限されない。種々の操作が、実施形態の理解を助け
となるような方法で、代わりに複数の個別の操作として説明され得るが、説明の順序は、
これらの操作が順序に左右される可能性があることを示唆すると解釈されるべきではない
。また、更に、本明細書に説明される構造物、システムおよび／または装置は統合された
構成部分または別々の構成部分として具体化することができる。様々な実施形態を比較す
る目的で、これらの実施形態の特定の様相および利点が説明される。すべてのこのような
様相または利点は必ずしも何か特定の実施形態により達成されるとは限らない。従って、
例えば、種々の実施形態は、本明細書でこれも教示または示唆されるかも知れないような
他の様相または利点を必ずしも達成せずに、本明細書で教示されるような一つの利点また
は利点の群を達成または最適化する方法で実施することができる。
【００１７】
　窓割り製品は屋内にいる人間が外を見ることができるように設計されたものである。そ
のような製品は、太陽光で屋内を照らすこともできる。いくつかの実施形態において、窓
割り装置は建物の天井または屋根の開口部に位置している。本明細書において用いられる
用語「窓割り（fenestration）」、「窓割り装置（fenestration device）」、「窓割装
置（fenestration apparatus）」、「窓割り方法（fenestration method）」、および同
様の用語は広義および／または通常の感覚で使用される。例えば、窓割り装置には天窓、
窓、壁、ブロック、ドア、スクリーン、シャフト、穴、チューブ、その他の完全に不透明
ではない構造物、またはそれらの組み合わせが含まれる。
【００１８】
　建物の屋根や天井の開口部に設置される窓割り装置はたいてい天窓と称され、垂直に設
置される窓割り装置または壁の開口部に設置される窓割り装置はたいてい窓と称される。
天窓および窓にはプラスチック、ガラス、クリアな材料、プリズム状の材料、半透明な材
料、その他の完全に不透明ではない材料、不透明ではない材料の組み合わせ、または１種
類またはそれ以上の不透明ではない材料と１種類またはそれ以上の不透明な材料の組み合
わせ、といった様々な材料からなる、透明なまたは半透明のグレージングといったものを
含むことができる。筒型採光装置および吹き抜けは建物の屋根からの光を、天井や屋内へ
通すことができる天窓の例である。
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【００１９】
　グレージングは１つ以上の性能限界があることが欠点となりうる。例えば、グレージン
グ表面に対する太陽光の入射角は、太陽の運行により1日を通して、１年を通して大きく
変化しうる。太陽光の入射角の変化はグレージングの光透過特性に影響を与えるかもしれ
ない。透過特性はまたグレージングに使用される材料の屈折率に基づいて変化することも
ある。
【００２０】
　不透明ではないグレージングの材料は、建物の残りのエンベロープに使用される透明で
ない材料と比べて、高い熱伝導率と光透過率を有する傾向がある。少なくともこの理由に
よって、窓割り装置および方法は建物における熱損失や熱取得に大きく影響をおよぼすこ
ともある。
【００２１】
　窓割り装置は熱損失や熱取得を減らすように構成されることができる。例えば、１つ以
上のグレージングペインには、赤外線の透過率が減少するように低い放射率特性を有する
スペクトル選択性コーティングを含んでいてもよい。二重窓（グレージング）システムで
は、内側のペインは、寒冷時に暖かい内側のペインから外に向かって赤外線波長でエネル
ギー（赤外線波長のエネルギー）の放出を減らすために、スペクトル選択性コーティング
で覆われていてもよい。低い放射率を有するコーティングはまた、グレージングに入って
くる太陽光を反射することにより、温暖な時期に建物の太陽熱増加（ソーラーヒートゲイ
ン）を減らすことができる。しかしながら、低い放射率のコーティングがなされたグレー
ジングはコーティングされていないグレージングよりも可視光線透過率が低くなりうる。
【００２２】
　他の例として、グレージングの多重なペインの間の空間を不活性ガスで満たすことによ
り、伝導熱損失を減らすことができる。この技術によって、対流(熱)損失をも減らすこと
ができる、というのも不活性ガスは概して空気より重く、ガスの動きを抑制することがで
きるからである。しかしながら、グレージングユニットがそういったガスが漏れるのを防
ぐような密閉性を保つことは難しいかもしれない。
【００２３】
　さらなる例として、グレージングの多重ペインの間の空間を発泡体で満たすことにより
、熱損失や熱取得を減らすことができる。発泡体は、非常に小さなエアポケットを多く内
部に含むため、伝導熱損失や対流(熱)損失を減らすことができる。これらのエアポケット
により、熱伝導率を減らすことができる、というのも静止した空気はすぐれた断熱材とな
るからである。発泡体は概して半透明であり、グレージングを通る可視光の透過率を減ら
すことができる。
【００２４】
　図１に示された実施形態において、二重窓割り装置１００は２つのグレージングペイン
１０２、１０４間の熱エネルギー移動を減らすように構成された構造体１０６から構成さ
れている。図１は、詳細部分がわかりやすいように、二重窓割り装置１００の一部分のみ
を示している。二重窓割り装置１００の全体の大きさは、窓割りを部分的に満たすか、実
質的に満たすか、または完全に満たすかに応じて選択することができる。格子状構造体、
例えば図１に示されるような立体ハニカム構造体１０６は、異なる温度の２つのペイン１
０２、１０４の間に設けられた際に、熱放射や対流を抑えるのに有用ないくつかの特性を
有することができる。本明細書において用いられる用語「格子状構造体（tessellated st
ructure）」はその広義および／または通常の感覚で使用される。例えば、格子状構造体
には断面がタイルの構造体（structures with a cross-sectional tiling）、概ね多孔性
の構造体、ハニカムに類似した構造体、ハニカム構造体、プリズムハニカム構造体、六角
プリズムハニカム構造体、立体プリズムハニカム構造体、不規則なハニカム構造体、少な
くとも一部がハニカム構造体となっている構造体、他の多角形の構造体、構造体の組み合
わせ等といったものがある。
【００２５】
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　いくつかの実施形態において、グレージング１００の格子状構造体１０６は少なくとも
１つ以上の壁１１２によって部分的に区切られている複数のセル１１０からなる。遠赤外
放射線がグレージング１００のペイン１０４から半球状のパターンで放射されることがで
き、高さｈと壁１１２同士の間の距離ｗに基づいて格子状構造体１０６の壁１１２同士を
交差させることができる。壁１１２が放射線を吸収し、高い放射率を有する場合には、壁
１１２は放射エネルギーの少なくとも一部をペイン１０４や格子状構造体１０６の他の壁
１１２向かって再放射することができる。壁１１２は、熱エネルギーが地表の温度で通常
移動される波長を含む赤外線波長で放射線の相当量を吸収するように構成することができ
る。格子状構造体１０６による熱エネルギーの吸収および再放射によって、他のグレージ
ングペイン１０２を遮って、大気に放出する放射線の量を減らすことができる。いくつか
の実施形態において、格子状構造体１０６の壁１１２は遠赤外線波長で放射線の相当量を
吸収する材料系からなり、遠赤外線波長において高い放射率を有し、太陽光の可視波長で
よく反射する。
【００２６】
　あるいくつかの実施形態において、対流によりグレージング１００はペイン１０２、１
０４の間の熱エネルギー移動を減らすように構成されている。セル１１０を取り囲む壁１
１２同士の間の距離ｗは窓割りの開口部（孔）よりもずっと短いはずであるから、ペイン
１０２、１０４の間の格子状構造体１０６は、対流を抑制することができる。対流による
ペイン１０２、１０４の間の熱移動はまたグレージングペイン１０２、１０４の間の距離
ｈによって影響されうる。あるいくつかの実施形態において、グレージングペイン１０２
、１０４の間の距離ｈが大きくなると対流による熱損失を減らすことができる。窓割り装
置１００のレイリー数は、格子状構造体１０６におけるセル１１０の幅ｗと深さｈによっ
て少なくとも部分的に影響されるかもしれない。本明細書にさらに詳細に説明されるよう
に、セル１１０の幅ｗと深さｈは、グレージングの下のペイン１０４とグレージングの上
のペイン１０２との間の空気の流れを少なくしたり、最小化したり、実質的に遮るように
、選択することができる。下のペイン１０４が上のペイン１０２よりも暖かい時、上のペ
イン１０２から下のペイン１０４への空気の流れを減らすことによって、窓割りによる熱
損失を減らすことができる。
【００２７】
　窓割り装置１００の格子状構造体１０６はどんな好適な材料系から構成されていてもよ
い。材料系の少なくとも一部は、少なくとも可視光の範囲で実質的に透明であればよく、
少なくとも可視光の範囲で実質的に反射効果があればよく、また部分的に透明で、部分的
に反射効果があればよい。格子状構造体１０６は、可視光をグレージングペイン１０２、
１０４の間に伝わらせることができる。ペイン１０２、１０４の間の光の伝播の効率は材
料系の透過性や反射性、格子状構造体１０６の寸法や形状、窓割り装置１００の光学的要
素に対する、窓割り装置１００に入射する入射光の入射角によって決まることができる。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、格子状構造体１０６の壁１１２が実質的に垂直であり、
格子状構造体１０６の中の壁１１２のペアは実質的に平行にすることができる。格子状構
造体１０６は実質的に水平のグレージングペイン１０２、１０４の間に配置することがで
きる。壁１１２はいかなる好適な技術を用いたとしても、実質的に反射効果があればよい
。例えば、壁１１２は反射膜から構成されていればよい。その膜によってハニカムに類似
した複数の密閉性のあるセル１１０を形成してもよい。多くの他の変形例が可能である。
例えば、壁１１２は反射膜やコーティングで覆われていてもよく、または硬い反射材料と
いった強固な材料から構成されていてもよい。セル１１０はいかなる好適な形状であって
もよく、四角形、六角形、三角形、円形、他の多角形、カーブした辺または不規則な辺を
持つ形状、またはいくつかの形状の組み合わせであってもよい。いくつかの実施形態では
、格子状構造体１０６の材料系、セルの深さｈ、セルの幅ｗ、およびセルの形状はペイン
１０２、１０４の間の熱移動を小さくするように選択すればよい。
【００２９】
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　いくつかのある実施形態では、格子状構造体１０６のセル１１０は、その少なくとも一
部が、ミネソタ州メイプルウッドに本拠をおくスリーエム社製の「DF2000MA-Daylighting
Film」から構成されている。「DF2000MA-DaylightingFilm」は可視光線の波長の反射率が
９９％より大きく、遠赤外線反射率が１０％未満(１０００ｎｍから３０００ｎｍの間)で
ある。「DF2000MA-Daylighting Film」はまた放射率が０．９０より大きく、熱伝導率が
約１．５（BTU/hr-ft2-oF/inch）であり、その膜厚は０．００２７インチ以下である。例
えば、セルの壁の厚みは、実質的に窓割り装置のグレージング層より実質的に薄く、およ
び／またはセルの幅よりも実質的に小さければよい。
【００３０】
　セル１１０は様々な他の膜や材料から構成することができる。いくつかの実施形態では
、セル１１０の壁１１２を形成しまたは覆う膜や材料は、大いに反射性があればよい。例
えば、膜は９５％以上、または９８％以上、または９９％以上の視感反射率があればよい
。例えば、膜や材料は、長波長赤外線の実質的な一部分（または実質的にすべて）を吸収
および放射するように構成されていればよい。セル１１０は、コーティングされた材料、
硬い材質の材料、柔軟性のある材料、その他の材料、または材料の組み合わせから構成さ
れていればよい。セル１１０は対流による熱移動を減らすように形づくられ、大きさが決
められていればよい。セル１１０の形状は、対流を小さくし、最小化し、実質的に遮る（
取り除く）ことによって窓割り装置１００の断熱機能に大きく影響をおよぼすことができ
る。
【００３１】
　例として、グレージングの上のペインと下のペインの間に位置するハニカム構造体を有
する窓割り装置において、対流による熱損失をシミュレーションするコンピューターモデ
ルを作成した。様々な大きさや形状を有するハニカム構造体をシミュレーションした。ま
た、このコンピューターモデルでは、同じ窓割り装置であるがハニカム構造体がないもの
についても熱損失をシミュレーションした。テストは窓割り装置内の温度差が華氏で７０
度になる条件下で行った。下のペインは華氏７０度の滞留空気にさらし、および上のペイ
ンは華氏０度で表面を風速が時速１２．３マイル（ｍｐｈ）の風にさらした。両方のペイ
ンとも水平なペインである（例えば、地面に対して平行である）。シミュレーションの結
果は表１に示されるとおりである。
【００３２】
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【表１】

【００３３】
　表１に示された結果によると、ハニカム構造体といった好適な格子状構造体がグレージ
ングペインに配置された際に、対流による実質的な熱移動が減少する。いくつかの実施形
態において、熱移動の割合は、２５％以上、３５％以上、４０％以上、５０％以上、６０
％以上減らすことができる。シミュレーションでは（熱）伝導や（熱）対流による熱エネ
ルギー移動の割合を測定したが、放射線による熱エネルギー移動はまたグレージングペイ
ン同士の間の格子状構造体の構造によって変化することもある。シミュレーションしたハ
ニカム構造体は膜厚が０．０１０インチであり、熱伝導率が空気の伝導率よりも７．５倍
優れた膜から構成した。したがって、ハニカム構造体のない構成のものにおける熱損失を
、ハニカム構造体を有する構成のものと比較すると、伝導による熱損失はハニカム構造体
を有する構成のもののほうがすぐれている。このことは、対流による熱移動が大きく減少
するために、ハニカム構造体を有する構成のものにおける熱移動の割合が著しく減少しう
るということを示している。
【００３４】
　格子状構造体のセルの大きさは、窓割り装置を通して熱移動の割合を減らしたり、最小
化したりするように選択すればよい。例えば、格子状構造体が概ね四角形のセル構造を有
するハニカムである場合、表１の結果によると、セルの大きさを減らしたり、セルの深さ
を深くしたり、またセルの大きさを減らしかつセルの深さを深くすることによって対流損
失の機能を向上させることができる。ペイン同士の間の間隔が異なる複数の窓割り装置構
造であっても、好適なセルの幅を選択することにより、同様な対流損失の機能を向上させ
るように設計することができる。例えば、もしペイン同士の間隔がそれぞれ１インチと１
．５インチである２つの二重窓装置で、最小のＵ因子要件（断熱性能要件）が０．３３で
ある場合、ペイン同士の間隔が１インチの構造のものに対しては、ハニカム構造体は０．
５インチの幅の四角形のセルを有するものになる。ペイン同士の間隔が１．５インチの構
造のものに対しては、１インチの幅の四角形のセルを有するハニカム構造体であれば、同
様の対流損失の機能を有することができる。いくつかの実施形態において、ペイン同士の
間隔が異なった多重ペインを有する複数のグレージングユニットを、いずれのグレージン



(9) JP 2013-527350 A5 2014.6.19

グユニットのペイン同士の間隔を変更することなしに同じ熱要件を達成するように改変す
ることができる。
【００３５】
　格子状構造体におけるセルの形やトポロジーは窓割り装置内の熱移動の割合を減らすま
たは最小化するように選択すればよい（選択することができる）。例えば、表１の結果に
よると、いくつかの実施形態において、セルのトポロジーを四角形から六角形に変えて同
じセルの面積を保つことにより、ほぼ同様のＵ因子（断熱性能）を保つことができる。同
じセルの面積を保ちながらセルのトポロジーを三角形に変えると、対流損失の機能が損な
われる。三角形のセルを有する格子状構造体は、四角形や六角形のセルを有する格子状構
造体よりも孔の単位面積あたりの壁の材料がより多く必要となるかもしれない。
【００３６】
　格子状構造体のセルを高い可視光反射率の材料から構成することにより、格子状構造体
を通る光の可視光線透過率を実質的に減らさずに、対流損失の機能を高めることができる
。例えば、セルが高い可視光反射率を有する膜からなる場合、セルは、広い入射角の範囲
を超える光損失がほとんどなしで、セルの面積に対するセルの深さの割合が高くなるよう
に構成することができる(例えば、割合が少なくとも約２．０、または少なくとも約２．
５、または少なくとも７．５など)。図２に示された実施形態において、格子状構造体１
０６は高い可視光反射率を有する材料からなる壁１１２を有するセル１１０からなる。上
のペイン１０２に対して、入射角θAが６０度で窓割り装置１００に入射する光線Ａは、
上のペイン１０２を通って、格子状構造体１０６の壁１１２に、下のペイン１０４を通る
前に３度反射し、窓割り装置の反対側から出ていく。上のペイン１０２に対して、入射角
θAが３０度で窓割り装置１００に入射する光線Ｂは、上のペイン１０２を通って、格子
状構造体１０６の壁１１２に、下のペイン１０４を通る前に１度反射し、窓割り装置の反
対側から出ていく。いくつかの実施形態において、壁１１２が高い反射率を有する場合、
窓割り装置１００の、上のペイン１０２に入射して下のペイン１０４から出ていく可視光
の割合は、光線ＡもＢも実質的に同じである。
【００３７】
　表２に示されたデータは六角形のセルのハニカム構造体を有する２つの窓割り装置の構
造に対して光の伝播効率を示している。２つの異なったセルの深さを有する構造を、反射
率が９９％の反射材料を用いてシミュレーションした。シミュレーションでは、セルの幅
が０．４２インチ、セルの辺長が０．２８インチ、セルの面積が０．２０平方インチであ
った。
【００３８】
【表２】

【００３９】
　図３に示された実施形態では、窓割り装置２００は、可視光の範囲で、部分的に、実質
的に、または完全に透明か半透明の壁２１２を有する格子状構造体２０６からなる。格子
状構造体２０６は透明なペイン２０２および２０４の間に配置されている。その実施形態
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では、窓割り装置２００の上のペイン２０２に対して入射し、下のペイン２０４から出て
いく光線Ｃの割合は、図２に示された、窓割り装置１００の下のペイン１０４から出てい
く光の割合よりも実質的に低くすることができる。窓割り装置を通過する光の割合の違い
は、光線Ｃが透明な壁２１２を通るときにおこる表面反射、吸収、散乱によって引きおこ
されることができる。光線Ｃが格子状構造体２０６の多くの層を通るときに起こる光損失
により、高い反射性のある壁１１２を有する格子状構造体１０６を含む窓割り装置１００
に比べて、断熱効果が薄れたりまたはなくなったりするかもしれない。
【００４０】
　透明または半透明な壁２１２を有する格子状構造体の構造は、赤外線波長の放射線を吸
収したり対流を減らしたりすることによって、グレージングまたは太陽熱収集装置から熱
損失を抑えることができる。そのような構造において、光が格子状構造体２０６の壁２１
２を通過する。光が高い入射角でそのような構造に入射すると、格子状構造体２０６を通
る可視光の割合は高い反射性のある壁１１２を有する格子状構造体１０６を通る可視光の
割合よりも実質的に低くなるかもしれない。
【００４１】
　そのような構造で可視光の損失を軽減するため、いくつかの実施形態では比較的わずか
な可視光を吸収する透明な側壁２１２を含んでいる。例えば、高い透過率を有する側壁２
１２は９７％以上、または約９７％以上、または１００％近くの光の透過率を有していて
もよい。高い透過率を達成するためには、側壁２１２の少なくとも一部が非常に薄くても
よく（例えば、約３ｍｍ以下、または約１ｍｍ以下、または約３００mｍ以下）、少なく
とも１つの高強度材料を含んでいてもよく、非常に透明性の高い材料から構成されていて
もよく、吸収性の高い材料や不純物が含まれないように形成されていてもよく、または透
過率を高める特徴をもつものの組み合わせを含んでいてもよい。あるいくつかの実施形態
では、側壁２１２には、側壁２１２と周囲の１つまたはそれ以上の媒体との１つ以上の境
界ペインにおいて、光の反射率を実質的に減らしたり、または反射の度合いをなくす反射
防止コーティング、反射防止膜、または反射防止層が含まれている。本明細書において使
用されているように、光の透過率や光の反射率は、標準的な日光（例えば、CIE illumina
nt D65）に対して測定することができる。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、窓割り装置は２つの離間したグレージングペイン同士の
間に配置された格子状構造体を有し、そのグレージングペイン同士の離間距離は約０．５
インチ以上である。そのような窓割り装置は従来の天窓、筒型採光装置、窓、または高い
光透過性と低い熱損失が所望された（が実現するように意図された）いかなる製品にも使
用することができる。窓割り装置は製品の暖かい側と冷たい側との間の対流損失を抑える
ことができる。つまり、窓割り装置は１年の寒冷な時期または温暖な時期に有益となりう
る。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、本明細書に記載の格子状構造体は太陽熱平板または太陽
熱集光器に組み込まれる。ハニカム構造体は平板において、熱収集板と外のグレージング
との間に配置することができる。集光器は光を屈折光学素子または反射光学素子を用いて
小さな熱収集チューブまたはプレートに集めることができる。いくつかの実施形態におい
て、格子状構造体は熱収集器と透明なカバーとの間に配置することができる。この収集器
の裏側または非光学素子部分は熱損失を抑えるため不透明な断熱材料で覆うことができる
。
【００４４】
　あるいくつかの実施形態において、本明細書に記載の格子状構造体の製造方法が記載さ
れている。いくつかの実施形態において、格子状構造体は薄い反射膜を用いて構成されて
いる。その膜は連続するウェブで丸めてコアにしたものから製造することができる。ウェ
ブはハニカム構造体の深さと合致したストリップに分割することができる。接着剤または
ほかの接着材料を膜の一方側にコーティングまたは塗布することができる。膜のストリッ
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プは格子状構造体の１つ以上のセルの周囲長以上の長さを有するセグメントに分割するこ
とができる。セグメントの長さは、セグメントの一部の長さを重なりあう接着面を形成す
るのに用いることができるように、セルの周囲長よりもいくらか長くすればよい。
【００４５】
　図４Ａに示されるように、ストリップのセグメントの一方の端が他方の端に接着されて
、フィルムループ３００を形成することができ、フィルムループ３００は内側を向いた反
射側３０２と、外側を向いた接着側３０４からなる。拡張・縮小自在のマンドレル３１０
をフィルムループ３００に挿入することができ、フィルムループを所望するセルの形にす
るように、拡張することができる。拡張・縮小自在のマンドレル３１０は、図４Ｂに示さ
れるように、ループ３００に挿入される際に一緒になっている２つ以上のへら状のものか
ら構成することができる。フィルムのループを格子状構造体におけるセルの形にするよう
に構成された、複数の拡張・縮小自在のマンドレルを用いることができる。図４Ｃに示さ
れるように、第１の拡張・縮小自在のマンドレル３１０ａはフィルムループ３００を形作
るのに用いることができ、第２の拡張・縮小自在のマンドレル３１０ｂは、一時的に、そ
れ以前に形成されたループ３００ｂ内にあり、フィルムループ３００ａをそれ以前に形成
されたループ３００ｂに接着させるための支持体となっている。図４Dに示されるように
、新しく形成された３００ａは、新しく形成された３００ａを他の形成済みのループ３０
０ｂ、ループ３００ｃに押しつけることによって、形成済みのループ３００ｂ、ループ３
００ｃに、接合させることができる。形成されたループの接着側面３０４は互いに押しつ
けたときに接着している。このプロセスは格子状構造体の所望の構造が完成するまで繰り
返すことができる。
【００４６】
　図５に示された実施形態において、格子状構造体は接着剤を用いないロール状の膜４０
０ａ、４００ｂから構成されている。ストリップ状の膜４０２ａ、４０２ｂは、セルの辺
長（六角形、四角形等）の長さに等しい大きさを単位として、膜４０２ａ、４０２ｂに折
り目をつけたり、ひだをつけるように構成されたひとまとまりのニップローラー４０４ａ
、４０４ｂに通すことができる。折り目をつけたり、ひだをつけられた膜４０２ａ、４０
２ｂは、膜４０２ａ、４０２ｂの２つのストリップを熱溶接、溶剤接着、または機械的に
固定するように構成された、他のひとまとまりのニップローラー４０６ａ、４０６ｂを、
選択された箇所で続けて通って所望の形を有する個々のセルに形成することができる。例
えば、接着ローラー４０６ａ、４０６ｂは膜４０２ａ、４０２ｂのストリップがともに溶
ける温度まで加熱されるポイント先端部４０６ａ、４０６ｂを含むことができる。接着ロ
ーラー４０６ａ、４０６ｂは、組み立てられたフィルムセル４１０の群を生産することが
できる。複数の組み立てられたフィルムセル４１０は、格子状構造体を形作るのに十分な
セルが作られるまで、そのプロセスを繰り返すことによって、生産することができる。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、図４Ａ～４Ｄに示されたマンドレルプロセスを用いて形
成された格子状構造体は、図５に示された折り目をつけるロールプロセスを用いて形成さ
れた格子状構造体よりもより強固である。いくつかの実施形態において、マンドレルプロ
セスは、格子状構造体を作るのに、折り目をつけるロールプロセスよりも２倍のフィルム
材料を使うことになる。図６に示されたチャートは、使用される膜の面積と格子状構造体
によって埋められるグレージング孔の面積との関係を示したものである。例えば、セルの
幅が０．５インチ、１．０インチ、または１．５インチ、およびセルの深さが０．５イン
チ、１．０インチ、１．５インチ、または２．０インチのセル構造に対して面積比が示さ
れている。グラフは、図４Ａ～４Dに示されたマンドレルプロセスを用いてセル構造を組
み立てた場合の、実施例における孔の面積に対する膜の面積の比を表している。いくつか
の実施形態において、セルの幅に対するセルの深さの比は少なくとも約１．０以上であり
、例えば約１．５または約２．０になりうる。いくつかの実施形態において、例えば図５
に示された折り目をつけるロールプロセスを用いるような場合にはそれぞれの比は実質的
に低く、上記に示される比の約半分の比の範囲になる。
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【００４８】
　いくつかの実施形態において、格子状構造体を有する窓割り装置は、筒型採光装置に組
み込まれる。ＴＤＤは、日光を、建物の屋根から、内側に反射面を有するチューブを通し
て内部に通すように構成されている。ＴＤＤはしばしば「天窓」とも呼ぶことができる。
ＴＤＤの設備は、建物の屋根やまたはほかの適切な場所に設置された透明なカバーを含む
ことができる。内側に反射面を有するチューブは、カバーとチューブの基部に設置された
ディヒューザーとの間で伸び縮みする。透明なカバーはドーム型またはほかの適切な形で
あってもよく、太陽光をとらえるように構成されていればよい。いくつかの実施形態にお
いて、カバーは外の湿気や他の物質がチューブの中に入らせないようにしている。ディヒ
ューザーは、チューブからの光を部屋やディヒューザーがすえつけられている領域に拡散
する。
【００４９】
　カバーは内部の光、例えば日光をチューブにとりいれることができる。いくつかの実施
形態において、カバーはチューブに入ってくる日光を向上させたり増加させるように構成
されている集光システムを有する。いくつかの実施形態において、ＴＤＤは光混合系を含
む。例えば、光混合系はチューブに配置することができるし、チューブと一体化すること
ができるし、光をディヒューザーの方向に通すように構成することができる。ディヒュー
ザーは、光を概ね部屋や屋内の領域に分散または拡散させるように構成することができる
。様々なディヒューザーのデザインが可能である。副次的な光システムをＴＤＤに設置す
ることができ、十分な量の日光を屋内の照明に必要なレベルまで確保できない際にも、チ
ューブからの光を目標とする領域に行き渡らせることができる。
【００５０】
　チューブに反射する光の方向は様々な光の伝播要因によって影響されうる。光の伝播要
因の１つは光がＴＤＤに入る角度であり、それはしばしば「エントランス・アングル（入
射角）」と呼ぶことができる。エントランス・アングルは、とりわけ太陽高度、透明カバ
ーの光学的特性、および地上に対するカバーの角度に影響されうる。他の光の伝播要因に
はチューブの側壁の１つ以上のの部分が傾斜していること、および側壁の内側の反射面の
鏡面性といったものがある。１日を通して光の伝播要因の可能な組み合わせが増えると、
光がＴＤＤへ広く様々な角度で継続的に入ってくることができる。
【００５１】
　図７は、建物１６に設置された、自然光で建物１６の内部の部屋１２を照らすための、
実施例ＴＤＤ１０の断面図を示したものである。ＴＤＤ１０は建物１６の屋根１８に搭載
され、自然光がチューブ２４に入れるようにする透明カバー２０を有する。カバー２０は
フラッシングを用いて屋根１８に搭載することができる。フラッシングは、屋根１８に取
り付けられたフランジ２２ａおよびフランジ２２ａから上に向かって立ち上がっているヘ
リ２２ｂを含むことができ、屋根１８の斜面に対して適宜角度をなしており、カバー２０
を概ね垂直にまっすぐな位置にはめている。他の位置にすることも可能である。
【００５２】
　チューブ２４は、フラッシング２２につなぐことができ、屋根１８から内部の部屋１２
の天井１５を通して伸ばすことができる。チューブ２４は、チューブ２４に下に向かって
入ってくる光ＬＤを、光を部屋の中に分散させるライトディヒューザー２６へ導くことが
できる。チューブ２４の内側表面２５は反射することができる。いくつかの実施形態にお
いて、チューブ２４は、実質的に平行な側壁（例えば、概して円柱状の表面）からなる少
なくとも１つの部分を有している。図で示されているように、チューブ２４は隣り合った
部分で角度をなすようにつながった複数の角ばった部分を含むことができる。他のチュー
ブの形や構造が多く可能である。チューブ２４は金属、繊維、プラスチック、硬い材料の
もの、合金、その他適切な材料、または材料の組み合わせから製造することができる。例
えば、チューブ２４の本体は、１１５０型アルミニウム合金（type １１５０ alloy alum
inum）から構成することができる。チューブ２４の形、位置、構造、および材料は、日光
ＬＤまたは部屋１２に伝播させるチューブ２４に入ってくる他のタイプの光の部分を増加
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または最大化させるように選択することができる。
【００５３】
　チューブ２４はライトディヒューザー２６までであり、またはライトディヒューザー２
６に機能的に結合させることができる。ライトディヒューザー２６は１つ以上の装置を含
むことができ、それらにより、ディヒューザー２６またはその装置がない場合よりも、光
を広い面積にわたって適切な方法で分散または拡散させている。いくつかの実施形態にお
いて、ディヒューザー２６はチューブ２４の下に向かっている可視光の多くまたはほとん
どすべてを部屋１２に伝播させている。ディヒューザーは１つ以上のレンズ、すりガラス
、ホログラフィックディフューザー、ほかの拡散性の材料、または材料の組み合わせを含
むことができる。ディヒューザー２６はどのような適切な接合技術でもチューブ２４につ
なげてもよい。例えば、シールリング２８は、チューブ２４の一方の端部にディヒューザ
ー２６を保持するために、チューブ２４を取り囲んで連結され、ライトディヒューザー２
６につなぐことができる。いくつかの実施形態では、ディヒューザー２６は天井１５と同
じ平面、天井の面と概ね平行、または天井１５の面の近くに位置している。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、ディヒューザー２６の大きさはチューブ２４の大きさと
実質的に同じであったり、チューブ２４の大きさよりわずかに大きかったり、チューブ２
４の大きさよりわずかに小さかったり、またはチューブ２４の大きさより実質的にわずか
に大きい。ディヒューザー２６はディヒューザーに入射する光をディヒューザーより低い
面に向かって分散させることができ（例えば、床１１）、いくつかの部屋の構造において
は部屋１２内の上のペイン（例えば、少なくとも１つの壁１３または天井１５）に向かっ
て分散させることができる。ディヒューザー２６は、少なくとも約１平方フィートおよび
／または約４平方フィート以下のディヒューザー領域からの光は、一般的な部屋の構造に
おいて、少なくとも約６０平方フィートおよび／または約２００平方フィート以下の床お
よび／または壁の領域に分散させることができるように、光を分散させることができる。
【００５５】
　図７に示された実施形態において、ＴＤＤ１０はＴＤＤ１０の内部と部屋１２との間の
熱エネルギーの移動の割合を減らすように構成された窓割り装置３０を含んでいる。図示
された実施形態において、窓割り装置３０はディヒューザー２６に隣接し、ディヒューザ
ー２６とチューブ２４の内部との間に配置されている。窓割り装置３０は、チューブ２４
の上部近くや、屋根１８の高さの近く、天井１５の高さの近く、またはドーム２０の近く
といったいかなる好適な位置にも配置することができる。いくつかの実施形態において、
窓割り装置３０は建物の断熱層と同じ高さに配置することができる。例えば、断熱層１４
が天井１５の直上にある建物において、窓割り装置３０は、実質的に隣接する断熱層を設
けるために、断熱層１４の高さまたはそれに近い高さに配置することができる。ＴＤＤ１
０はまた複数の位置の組み合わせた部分に配置された、複数の窓割り装置を有することが
できる。（複数の）窓割り装置３０の配置場所は、いずれの所望の熱エネルギーの移動特
性を達成するように選択することができる。
【００５６】
　窓割り装置３０は図８に示されるように、格子状構造体を有することができる。図示さ
れた格子状構造体は六角形に形成された、反射性側壁３４を有するセル３２を有する。格
子状構造体を取り囲むリング３６により、窓割り装置３０をＴＤＤ１０のチューブ２４の
内部、チューブ２４の端部、または他の部分の窓割りのための孔内に固定することができ
る。窓割り装置３０は格子状構造体の一方側に配置された一体化したグレージングペイン
３８ｂまたは格子状構造体の両側に配置されたグレージングペイン３８ａ、３８ｂを有す
ることができる。いくつかの実施形態において、グレージングペイン３８ｂしかない窓割
り装置３０は、ペインのない側がディヒューザーといった実質的に平坦な透明なペインに
隣接するように、開口部に設置されるように構成されている。他の実施形態において、窓
割り装置３０はそれに一体化したグレージングペインを有さず、複数のペイングレージン
グユニットのペイン間に位置するように構成されている。
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【００５７】
　図９に示された実施形態において、図８に示された窓割り装置３０はＴＤＤ１０に、デ
ィヒューザー２６の直上に設置されている。図示されたディヒューザー２６は、部屋にい
る観察者の視点から見ると、窓割り装置３０の外観に少なくとも部分的に影響しうる複数
のレンズ素子を有している。ディヒューザー２６は、窓割り装置３０の視界（view）を変
えたり曖昧にさせたりするようなやり方で、ディヒューザーを介して伝播する光を屈折ま
たは反射させるように構成することができる。このやり方では、ディヒューザー２６は、
窓割り装置３０の審美的外観を向上させるために用いることができる。いくつかの実施形
態において、窓割り装置３０は、建物のエンベロープの開口部に設置する際に、水平に位
置している。
【００５８】
　本明細書の種々の実施形態における議論は、概ね図面に示された実施形態に追随してい
る。しかしながら、本明細書において議論されたいかなる実施形態の特定の特徴、構造ま
たは特性は、明確に図示されたり記述されていない１つ以上の個々の実施形態においてい
かなる好適な方法で組み合わせてもよいことが意図される。例えば、 窓割り装置はグレ
ージングペインを含まないこともできるし、１つのグレージングペイン、または１つより
多くのグレージングペインを有することができることが理解される。窓割り装置はまた光
学素子、反射面、拡散面、吸収性のある面、屈折面、およびここに開示された特徴に加え
てほかの特徴を含むことができる。多くの場合、一体又は連続的なものとして記述または
図示された構造は分離することもできるし、一体の構造物として機能を発揮することもで
きる。多くの例において、分離したものとして記述または図示された構造は、結合したり
または組み合わせることができるし、分離した構造としてそれぞれ機能を発揮することも
できる。本明細書に開示された格子状構造体は少なくともいくつかの採光システム、窓割
り装置、および／またはＴＤＤの他に、他の照明設備に用いてもよいことがさらに理解さ
れる。
【００５９】
　実施形態の上記の説明においては、開示を能率的にし、本発明の種々の態様の１つ以上
の理解を助ける目的で、種々の特徴がただ１つの実施形態、図、またはそれらの説明にま
とめられていることがある。しかしながら、この開示のやり方を、いずれかの請求項がそ
の請求項に明示的に記載されているよりも多くの特徴を必要とするという意図を反映して
いると解釈してはならない。さらに、図示されたおよび／または特定の実施形態に記載さ
れたいかなる構成要素、特徴、工程もいかなる他の実施形態にも適用したりまたは用いる
ことができる。すなわち、本明細書に開示された発明の範囲は上記の特定の実施形態に限
定されるものではなく、以下に続く特許請求の範囲の公正な解釈によってのみ決定される
べきであることが意図されている。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物のエンベロープの開口部に設置することができる、少なくとも１つのグレージング
ペインと、
　前記少なくとも１つのグレージングペインに隣接して配置された格子状構造体を備えた
窓割り装置であって、
　前記格子状構造体は、第１のペインと第２のペインを有する少なくとも１つの区画を有
し、前記少なくとも１つの区画は、複数の空間的に分割されたセルを前記開口部の実質的
な隣接領域内に定め、前記複数の空間的に分割されたセルのそれぞれは面積および深さを
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有しており、
　前記複数の空間的に分割されたセルのそれぞれは、前記少なくとも１つの区画の前記第
１のペイン、前記少なくとも１つの区画の前記第２のペイン、または前記少なくとも１つ
の区画の前記第１のペインおよび前記第２のペインの組み合わせによって、少なくとも部
分的に囲まれており、
　前記少なくとも１つの区画の前記第１のペインの視感反射率は、CIE illuminant D65に
対して測定した際に、９９％以上であり、
　光の伝播効率は、入射角が７５度で前記窓割り装置に入射する光に対して測定した際に
、８５％以上である装置。
【請求項２】
　請求項１の装置において、
　前記少なくとも１つの区画の前記第２のペインの視感反射率は、CIE illuminant D65に
対して測定した際に、９５％以上である装置。
【請求項３】
　請求項２の装置において、
　前記少なくとも１つの区画の前記第１のペインおよび前記第２のペインのそれぞれの視
感反射率は、CIE illuminant D65に対して測定した際に、９９％以上である装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つの装置において、
　前記少なくとも１つの区画は複数の反射膜のセグメントを含む装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つの装置において、
　前記格子状構造体はハニカム構造体を含む装置。
【請求項６】
　請求項５の装置において、
　前記格子状構造体は立体プリズムハニカム構造体または六角プリズムハニカム構造体を
含む装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１つの装置において、
　さらに第２のグレージングペインを有し、
　前記格子状構造体は前記少なくとも１つのグレージングペインと前記第２のグレージン
グペインとの間に配置されている装置。
【請求項８】
　請求項７の装置において、
　前記窓割り装置は、外光が前記格子状構造体を通った後に前記第２のグレージングペイ
ンを通過するように配置されており、
　前記第２のグレージングペインから出る可視光の割合は前記窓割り装置に入る前記可視
光の約８５％以上である装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１つの装置において、
　前記複数の空間的に分割されたセルのそれぞれの前記深さは約０．５インチ以上である
装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１つの装置において、
　前記複数の空間的に分割されたセルのそれぞれの前記幅は約２インチ以下である装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１つの装置において、
　前記建物のエンベロープは屋根を含み、前記開口部は屋根の孔と建物内部の箇所との間
で伸びる内側反射筒を含む装置。
【請求項１２】
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　請求項１～１１のいずれか１つの装置において、
　前記少なくとも１つの区画の膜厚は０．０１インチ以下である装置。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１つの装置において、
　前記複数の空間的に分割されたセルの前記面積に対する前記深さの割合は少なくとも２
．０である装置。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１つの装置において、
　格子状構造体のない構成の窓割り装置と比較すると、前記窓割り装置のＵ因子は少なく
とも２５％減少する装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１つの装置において、
　格子状構造体のない構成の窓割り装置と比較すると、熱移動の割合の減少は２５％以上
である装置。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか１つの装置において、
　前記少なくとも１つの区画の熱伝導率は約１．５（BTU/hr-ft2-oF/inch）以下である装
置。
【請求項１７】
　光を建物のエンベロープの開口部に設置された窓割り装置を通過させて前記建物の内部
に取り入れる方法であって、
　光を前記開口部に設置された少なくとも１つのグレージングペインを通過させて送る工
程と、
　光を前記少なくとも１つのグレージングペインに隣接して配置された、少なくとも１つ
の区画を有する格子状構造体を通過させて導く工程と、
　少なくとも一部の光を前記少なくとも１つの区画の壁に反射させる工程とを含んでおり
、
　前記少なくとも１つの区画は、複数の空間的に分割されたセルを定め、前記少なくとも
１つの区画の膜厚は０．０１インチ以下であり、
　前記壁の視感反射率は、CIE illuminant D65に対して測定した際に、９９％以上であり
、
　前記窓割り装置の光の伝播効率は、入射角が７５度で前記窓割り装置に入射する光に対
して測定した際に、８５％以上である方法。
【請求項１８】
　請求項１７の方法において、
　光を前記格子状構造体に隣接して配置された第２のグレージングペインを通過させて送
る工程を更に含む方法。
【請求項１９】
　請求項１８の方法において、
　前記第２のグレージングペインから出る可視光の割合は前記窓割り装置に入る前記可視
光の約８５％以上である方法。
【請求項２０】
　請求項１７の方法において、
　格子状構造体のない構成の窓割り装置と比較すると、熱移動の割合の減少は２５％以上
である方法。
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